
寄
付

　

次
の
方
か
ら
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご

厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼ 

12
月
16
日
、
株
式
会
社
デ
イ
ト
ナ　
代
表
取

　
締
役
社
長　
織
田
哲
司
様
か
ら
、
田
原
市
企

　
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
と
し
て
、
地
域
の
魅
力
・

　
住
み
よ
さ
の
向
上（
自
転
車
を
活
用
し
た
観

　
光
振
興
）の
た
め
、
電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車

　
15
台
。

▼ 

１
月
14
日
、
ｅ
ｉｃ
合
同
会
社　
庶
務
担
当

　

木
下
悠
様
か
ら
、
赤
羽
根
環
境
セ
ン
タ
ー
に

お
け
る
現
場
作
業
の
安
全
性
向
上
と
快
適

な
作
業
環
境
に
寄
与
す
る
た
め
、
対
切
創
グ

ロ
ー
ブ
M
サ
イ
ズ
50
双
、
対
切
創
グ
ロ
ー
ブ

L
サ
イ
ズ
50
双
、
保
護
メ
ガ
ネ
15
個
、
眼
鏡

ケ
ー
ス
15
個
、
安
全
反
射
ベ
ス
ト
25
着
。

▼ 

1
月
21
日
、
渥
美
半
島
産
直
部
会　
会
長

　
白
井
由
佳
様
か
ら
、
子
ど
も
の
読
書
環
境
の

　
充
実
の
た
め
、
書
籍
87
冊
。

▼ 

２
月
２
日
、
お
も
や
い
っ
こ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
様

　
か
ら
、「
東
三
河
地
域
を
よ
り
豊
か
に
」「
元
気

　
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」の
た
め
金
１
６
０
０
円
。

◦
税 

令
和
８
年
度
固
定
資
産
課

税
台
帳
の
閲
覧
な
ど

　

毎
年
こ
の
時
期
に
限
り
、「
固
定
資
産
課
税
台

帳
の
閲
覧
」と「
土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧
」が
無
料
で
で
き
ま
す
。

▪
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

期
間：
４
月
１
日（
水
）～
６
月
１
日（
月
）

閲
覧
場
所：市
役
所
税
務
課

▪
土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　
納
税
者
が
自
分
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
と
近

隣
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
を
比
較
で
き
ま
す
。

期
間：
４
月
１
日（
水
）～
6
月
１
日（
月
）

縦
覧
場
所：市
役
所
税
務
課

▪
審
査
申
出
期
間

　

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
に

関
す
る
審
査
の
申
し
出
は
、
４
月
１
日（
水
）か

ら
、
納
税
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
日
の
翌
日

か
ら
３
カ
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
で
す
。

▼
税
務
課　
☎
23‐３
５
１
０

対
象

①固定資産税の納税義務者（代理人含む）
②土地や家屋について賃借権（対価が支払われるものに限る）などの権

利を有する方
③固定資産の処分をする権利を有する一定の方（閲覧および記載事項証

明は、対象者にかかる固定資産の内、権利のある土地や家屋に限る）

持
ち
物

【本人（同居親族を含む）】
運転免許証・納税通知書・個人番号カードなど本人を確認できるもの

【代理の方】
委任状と運転免許証など代理人自身を確認できるもの

【借地・借家人の方】
権利関係を示す書面と運転免許証など本人を確認できるもの

【法人従業員の方】
法人代表者印を押印した委任状と運転免許証など従業員自身を確認できるもの

▪閲覧の対象と持ち物

対
象 市内に所在する土地・家屋の固定資産税納税者（代理人含む）

持
ち
物

【本人（同居親族を含む）】
運転免許証・納税通知書・個人番号カードなど
本人を確認できるもの

【代理の方】
委任状と運転免許証など代理人自身を確認で
きるもの

【法人従業員の方】
法人代表者印を押印した委任状と運転免許証
など従業員自身を確認できるもの

▪縦覧の対象と持ち物

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和8年3月│    │17

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


